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叫三日はじめ同｛策定趣皆）
0豊かな食材や多様な食文化を背景に高いポテンシャルを有する三重県の食関連産業は、農林水産業・製造業・サービス業が関わる概野の広い態業であり、

多くの県民の「働く場jを提供している。
0本県は、 r~食』で拓く地域活性化jをテーマ！こ、留の地域再生法に基づく地域再生計画の認定を受けた（平成27年1 月）。
0今後、 5年程度の本県の食の産業振興の方向性を定めた「みえ食の産業振興ビジョンJIこ基づ、き、集中的に施策を展開していくこととする。

第3業食の産業振興の目指ずべき姿；
（三極場福留経極通弾頭三三三百
店長坂長長語読長議員議主主－－~It：：三三三ヨ
c；；極房長；長：謀長i房長言語場房長三；；：：：：三三：：；1
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ポテンシャルを最大限に活用

：第、1奪三三3撃の1設が持つポテンシャル
1.三震の食のバックグラウンド～控室史、風土、文化など～

2.食に関連する産業の裾野の広さ
( 1 ) 1次産業（農林水産業）

0豊かな食材、食文化

0三重ブランド等、品質管理された食材など

(2)2次産業（製造業）

O食文化に根ざした加工食品（米菜、酒、水j濃加工品等）

0ダイニングを彩る製品群（陶器、織物、木材、鋳物等）

0白木を代表する食品企業の製造拠点や機能性食材

等の研究開発型企業、食品製造の生態設備を担う

企業の存夜

(3)3次産業（サービス業）

0豊かな観光資源、歯肉有数のレジャー施設や宿治

施設

0後れた料理人

0地産地消に取り組む小売業や革新的な卸売業
, 

3.教育・研究機関

0実践的な調理技術教育を行う高等学校や、地域の

食の知が集積している専門学校

0大学や黒公設試験機僚、国や民間の研究機関

｜幹事的農業均吟備的変化＜ii －－－－＝＝＝：τ面白いる対外的変化に的確に対応j

：.伸びない園内市場E生産年齢人口の減少 : : .拡大する世界の食の市場 : : .情報通信技術の進展

: O人口減少、国内需要の減退等の中、消費者ニーズ : : O急速に拡大する世界の食市場を取り込み、三重 : : OICT・ビッグデータの発達により新しい産業 （ 
（ の変化を的確に捉える必要。 ；； 県の金産業の成長を促進する必要。 _: t 分野の創出など様々な取組が展開。 _j 
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0農林水産資源を活用し、産学官連携による新総品等

3臨時開拓支援 ］ 
or三三重セレクションj認定による県蔵品の販路拡大

O生巌コストや病原菌リスクの低減等、農水産業
にかかる技術課題についての試験研究の実施

を生み出すfみえフードイノベーションjの推進
0医療食・介護食なと職能性食品・作物の創出、地域

資源を活用した医薬品、化粧品、健康増進・維持につ
ながる食品等の製品化支援

' I O大都市圏のバイヤー・シェフ等と県内事業者とのネットワーク構築及び

i¥ I マッチング等の支援
・--' ¥ I 0地域資源を活用した医薬品、化絞品、健康維持・増進につながる食品

I ¥I 等の叛路開拓に向けた支媛0種苗の放流や供給体告I］の強化など、ll<il量資源
問復のための激絡による海女の漁業収入増加

の支媛
0海外マーケットのニーズ等に即した裁緩技術の

確立とJGAP認証取得の促進

l.. 1 
0 fみえ“食発・地域イノベーション”創造拠点Jを通じた

研究開発・技術支援
O海外・大都市閣を関指すグローカル食品の繍発促進
O伝統産業サ念場産業における、デザイナー等との連

携による商品露再発及び販路拡大等支援

I. _ I I 0海外市場調査を通じた県産水産物の輸出促進
・-1/ 10台湾、アセアン諸留での物産展の開催、海外に販路を持つバイヤ…の

V I 招騰による県産品の輸出拡大支援、台湾およびタイへの現地アドパイ
． ザーの設霊等による営業活動支援

'<:::J _______ l＿~ 

0沖縄霞際物流ハブ機能を活用した県産品のアジア市場への展関促進
O獣肉等（ジピヱ料理）の需要紘大のための供給体制の聖書備や商品開

発・販売促進

♂ d〆〆〆平、、、、、、、、、

4.三震の食の情報発億 … 1 -__ j 6刷新たな価値を創造
する義援の構築

’（海外への情報発信） 日（制への情報鋪）
0海外での三重県フェアによる県産品の賎力発信 : or全国菓子大簿覧会・2三重jの開催（H29)
OCIA（カリナリ一”インスティテュート・オブ・アメリカ）で開催されるfワールド・オブ・ I I 

フレーパ…（WOF)Jへの参加（H27.4) ; : 0三重テラスを中心とした首都麹でのネットワークの強化・拡大l及び情報発信

Oミラノ国際博覧会（テーマ食）への出展（H27.7) ! : O関西聞からの観光誘客や食の販路拡大につながる関西劉営業戦絡の展顔

。県産品を汚賂し、三重らしさや機能性を生かした日本食、日本食レシピの提案・紹介； iO三護県フェアによる県産品の魅力発信、展示会等に出展する事業者への
0照度ブランドゃ牛肉の海外メディアや料理人等への情報発信 : : 支援
0G8サミット開催（H28）（予定） : , or三重ブランドj認定による優れた累産品の情報発信O海外誘客のためのプロモーションや無料公衆無線LANや免税店など受け入れ環境 目 1

の整備 . ! : O米の流通事業者との連携による康産米のPR、魚食普及の取組の推進
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1.食の安全・安心に肉けた取り組み
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3 食関連産業の人材の確保・育成 ； 
（農林水庭業における人材資成と煩い手確保）

0農業者のマーケテイングスキルの体系的な習得の支援

0個々の事業者の経
営カの強化

0食関連巌業（サービ
ス産業含む）等の誘致、

外資系企業の誘致

0農薬や水産用・動物用医薬品等の適正使用の推進や、トレーサビリティの適正実施等に
よる食の安全”安心の確保

O加工・業務用野菜の産地に向けた｛本音｜｝の構築
0農業への企業等の参入促進や意欲ある多様な農業者の育成、新規就農希望者や障がい者などの

就労支援

Z多梯描携〈つ制）姓柑す醐械り ； 
(!CTを活用したネットワークづくり）

OICT等の活問による、生産、加工、流通、販売に~る事業者間の連携の強化、ビッグ
データを活照できる環境の整備や人材の省成
o.：三重の食が一元約に犯握できる消費者回線のポータルサイトの構築

（多様な業種の額の見える関係づくり）

0従業員も含めた事業者との勉強会や事業者関連携の構築につながるネットワーク形成
のための、専門家によるコーディネート組織の形成

0漁業への新燦就業者の初期投資費用の軽減や障がい者の就労支緩

（食品製造業における人材賛成）

0商品の差別化に向けた取組や、事業活動の信頼性、営業カの向上支緩
（欽食業・宿泊業などサービス産業における人材育成）

0マーケティングスキルの向上やおもてなし経営手法の体系的な習得の支援
0嬢内高等学校への食に際わる等放科の設置促進や世界に通用する料理人の重量出を視野！こ入

れた米国料理大学との連携
0サービス経営学プログラムの県内大学への導入、海外の食の総合大学との連携の検討

（康民の親しみ・理解の醸成）

O県民に三重の食や食文化への殺しみや理解が深まるような新たな施策の検討

， 
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( 2）商品開発支援

( 3）販路開拓支援

( 4）三震の食の情報発信

( 5）新たな価伎を創造する基盤の構築

2. 食の産業振興を支える土台づくり

( 1 ）食の安全・安心に向lすた取り級み

( 2）多様な遼携（つながり）を生み出す仕組みづくり

( 3）食関遥産業の人材の確保・育成



はじめに

三重県では、平成24年7月に策定した「みえ産業振興戦略」において、 f地

域の成長戦略j のーっとして定めた fサービス戦略j に慕づき、現在、サービ

ス産業における経営の高付加価値化や強力な情報発信、ものづくり企業と敵合

したサーピス産業の創出、グローカルビジネスの振興、観光の産業化など、食

島喜連事業者を含むサービス産業の振興に取り組んでいます。

サービス産業（第3次産業）に加え、農林水産業（第1次産業）と製造業（第

2次産業）が関わる裾野の広い産業である食関連産業は、本県では、製造業全

体に占める食料品製造業の事業所数の割合が第1伎、従業者数の都合も第3位

であるとともに、卸売・小売業に占める飲食料品を扱う事業者数の割合が約3

分の 1となっており、多くの県民に f働く場Jを提供しています。

また、愛かな食材や多様な食文化、特徴ある会業の立地や特色ある人材の議

出など高いポテンシャルを有しており、今後の成長が期待できる産業分野とな

っています。

こうした背景から、今後、食関連産業の振興を通じた地域経済の活性化を図

るため、平成27 年 1 月に、 rw食~ .＇－＂拓く三重の地域活性化」をテー？にした

地域再生計闘を策定し、濁の改正地域再生法に基づく第1号の認、定を受けたと

ころです。

今後、地域再生計闘を着実に実行するとともに、食関連産業の付加価値を高

め、三震の f食j を積機的に閣内外に発信することで、観光誘客や海外市場の

獲得につなげていくためには、食器喜連産業における将来に向けた取組の方向性

を、関係者が共通の認識として理解し、連携の拡大・強化に結び付けていくこ

とが必要です。

こうしたことから、本来における今後5年間の本県の食の産業振興の方向性

を定めた「みえ食の産業振興ビジョンj を策定し、このビジョンに基づいて、

縮策を集中的lこ展開していきます。

へ



第 1宝奪 三君主の食が持つポテンシヤノレ

1 .三重の食のパックグラウンド～歴史、風土、文化など～

三重県は気候が温暖で、緑が絶えることはありません。また地形に恵、ま

れているため、海・山・ ）11から一年を通じて、量豊富な食材が供給されてい

ます。人びとは古来よりこれらを余すことなく活用し、自らを養い、今日

まで多くの食文化を形成してきました。また、伊勢神宮の祭事と関連した

食文化や、天皇の食料を献上する f御食00（みけっくに）」として古くから

の京都との交流による食文化など、豊かな食文化さと育んできています。

三重県は紀伊半島の東部に位澄し、地形は南北に長く、「鷲jが羽を広げ

た形をしています。東側lにはし OOOkmもの海岸線を持ち、南.iL茸・北側は

標高 l,500mを越える鈴鹿山脈や大台山系をはさんで、愛知県、岐阜県、

滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県と接しています。三重県は地理的特徴

や気候、風土によって大きく Sつの食文化圏に分けられます。それぞれの

地域には適した産物が作られ、それらをさ主かした特徴ある郷土食が生み出

されてきました。



［北勢食文化関］

;jて曽三川の堆積作用によって豊かな平野が広がり、畑には一年中緑が見

られます。冬には鈴鹿おろしと呼ばれる北西の季節風が吹き抜け、県内で

は比較的降雪最が多いことから、体の温まる汁物料理が工夫され、受け継

がれています。鈴鹿山脈から流れ込む水量愛護5な伏流水を利用して質の良

い日本溺が進られています。また、木曽川を縞てて愛知県と撲し、長良）11、

揖斐川を遡るとμ皮皐県に続いているため、ぼら雑炊や胡槻汁など、愛知県

や岐阜県の食文化との共通性も見られます。

［中南勢食文化圏l
広大な平野に広がる穀倉地帯では、台高山脈（大台ヶ原山地）から流れ

るjIIのおかげで星山の幸与に恵まれてドます。近畿圏の影響を受けていると

考えられ、内陵部では奈良県の影響を受けています。食材を余すことなく

使い切るなど、日本が育んできた「もったいなし、J、fおすそわけj等の考

え方が現代でも息づいています。

［伊勢志摩食文化関］

伊勢神宮とおかげ参りを支えた「おもてなし文化jが特徴です。「おもて

なしj には、志摩地域で産する魚介類が用いられたほか、中南勢から米を

はじめ多くの農産物がこの地域に供給されたと考えられています。伊勢神

窓や斎宮などでは、京都などの食文化の影響も見られます。 fおもてなしj

を支える志摩地域の海岸部では入り組んだリアス式海岸が多く、 ;jて曽三J11 

由来の栄養豊富な伊勢湾の水と黒潮が混じり合うことにより、海の幸に恵

まれています。古くから海女漁や養殖技術が発達しており、海産物を生か

し工夫した郷土食が受け継がれてきています。一方、平地が狭いので、わ

ずかな畑を有効活用して野菜などが生産されています。

｛伊賀食文化圏｝

布引山地で中南勢地域と分断され、内陸性の気候を示しています。古琵

琶湖に由来する湿地のきめ細かい泥土地帯であるため、水稲の栽培に適し、

良質の米が生産されています。また、伊賀盆地を因む産地から清{YrJな伏流

水が湧き出すことから、品質の高い日本酒が造られています。京都府、滋

賀県、奈良県と接し、菅から「みやこJとの交流が深く、餅文化など「み

やこj の文化や生活を取り込んだ食文化が怠づいています。
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［東紀州食文化圏］

平地が少なく、山林が農かで、海岸の際まで験しい山が迫っています。

黒識がもたらす獄緩な気候により、雨が多く、 1年中みかんが収穫でき

ます。海の主義、山の幸が上手に工夫され、食生活に生かされています。

特にさんまずしやめはりずしなどは、熊野川で接している和歌山県と食

文化の共通伎が見られます。

2.食に関連する産業の裾野の広さ

食関連産業は第1次産業から第3次産業まで裾野が広く、本県では、全

産業に占める f宿治・飲食サービス業」の事業所数が第2位、従業者数が

第4伎となっているほか、「卸売業・小売業jにおける事業所数、従業者数

の約 1/3が飲食料品関係、となっています。また、 f製造業jに占める f食

品製造業jの事業所数が第1位、従業者数が第3伎となっており、食の関

連産業の振興に取り組むことによって、大きな波及効果が期待できます。

表 1県内事業所構成比【平成24年度］！表2県内従業者数檎成比｛平成24年度｝

産業大分類 構成比 産業大分類 構成比

1卸売菜、小売業 25.8出 1製造業 26.8目

2宿泊s飲食1士一ピス業 12.2略 2卸売業、小売業 18.7% 

3建設業 10.8見 3 e至療、福祉 10.4% 

4製造業 10.4% 4宿泊s飲愈サービス裳 9.3帖

5生活関連サービス業、娯楽業 8,9% 5サーピ、ス業（他に分類されないもの） 7.0% 

! 1総務省統計局「経済センサス活動調変Jより作成

( 1 ）第1次産業（農林水産業）

穏やかな気候風ことに，恵まれた三重県は、耕地に占める水図面積の割合

が高く、コシヒカリを中心とした早場米の産地となっています。また、

山麓に広がる樹鼠地では、全国第3伎の生E室長室を誇る茶のほか、東紀州

地域の特産品となっている柑橘などの栽培が盛んに行われています。さ

らに、 トマトやイチゴのほか、搾油用から食用に変遷した歴史があり生

産量が全国策1伎のなばな、次郊柿のもととなった前）1 I次郎柿、伊賀地

域特産のぶどう、伝統野菜の伊勢学など、さまざまな農濠物の産地のも

とで豊かな食文化が形成されています。

最近では、日本原渓の「やまとたちばなJや近年発見された新品種で

県内のみで生産されている香酸柑橘類の「新姫」といった希少種の栽培

も始まっています。

苦言産物については、 t生界lこ向けて発信カが高い松阪牛や伊賀牛などの

ブランド牛肉はもとより、みえ豚ゃいせ赤どりなどの地域ブランドの生
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産も感んに行われています。

他の肉類として、これまで、ぼたん鍋や僧兵銀などの郷土料理で使わ

れてきた猪肉や鹿肉を最近では、 fみえジピエjとして、品質・衛生管理

の徹底と販路開拓の取組が進められています。

水濠業について、木県は、合来より f御食悶jと呼ばれた由来どおり、

あわびや伊勢えびなどの水産資源に恵まれているほか、マダイ、牡檎な

どの養殖が盛んに行われており、海面漁業の漁獲量は全国第4佼（2012

年）となっています。

また、海藻類の生産も多く、黒のりやひじき、あらめ、わかめ、あお

さなどが出荷されています。さらに、平成26年に「鳥羽・志摩の海女に

よる伝統約素潜り漁技術Jが三重県の無形民俗文化財に指定されたこと

もあり、海女と海女の漁獲物を全隈に発信していく取組が始まっていま

す。

県では、こうした豊かな自然や伝統・文化などによって育まれた特に

優れた県産品とその生産者を 2001年度から f三重ブランめとして認定

し、積栂的に情報発信することで、三重県の知名度向上や観光及び物産

の振興などに役立て、生産王者の生産意欲の喚起・向上を図っています。

(2）第2次産業（製造業）

三重県には、重量かな食文化に根ざした加工品が多く存在します。街道

に沿って発達した餅やあられなどの米菜、重量かな伏流水や高品質な酒米

を用いた地潟、愛E蓄な水産資源を用いた水産加工品など、伝統的な加工

食品が事業者によって受け継がれています。

また、食穏（陶器）やテープ会ルクロス（織物）、テープやル（木材加工）、

務理器具（鋳物、陶器）など、食材とあわせ、食生活を重量かに彩る製品

をつくる事業者が多く存夜します。

さらに、関内だけではなく海外市場も視野に入れた日本を代表する食

品企業の製造拠点が立地するほか、加工食品製造の際に必要な機能性を

持った食品素材などを製造する研究開発裂の企業、生産工程の効率化や

食の安全・安心に幸寄与する生産設備を製造する企業も多数存在します。

( 3）第3次産業（サービス産業）

南北に長く、地形に恵まれ、さまざまな歴史の舞台となってきた三重

県には多くの観光資源が存夜するとともに、国内有数の旅館やレジャー

施設、国際的にも知名度の高いホテルなどが存夜します。また、そのよ

うな宿泊施設やレストランなどには、地元の豊かな食材の魅力を引き出

す優れた料理人が存在します。さらに、地元食文化の発信や地域汚性化
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の汚動と漆携して、ご当地グルメを提供する飲食店も数多く存在します。

小売業には、「地物一番jの取組など、地産地消の考え方に漣解のある

事業者がいくつも存在するほか、取り巻く環境が、近年大きく変化して

きた卸売業においても、消費者ニーズをしっかり受け止め、一次加工事

業などの新たなど、ジネスモデルを果敢に構築している事業者も存在しま

す。

3. 教育・研究機関

( 1 ）教育機関

三重県には、地域の農産物夜売施設や自治体との連携による「高校生

レストランj の運営、地域の企業との連携による商品開発など、食にか

かわる「現場jでの実践等を通じた特色ある取総を行っている高等学校

が複数存在します。

また、食の安全性を学ぶとともに、加工・流通・販売分野等の高度な

知識・技術の習得や質の高い食生活の創造を目指した学科・コースを設

けるなど、特色ある教育を実践し、食の人材育成を行っている高等学校

もあります。

さらに、県内の料理人や菓子職人、旅館経営者などが教壌に立ち、現

場の最先端の調理・製薬技術やサービスを学ぶことができる専門学校も

存在し、多くの有望な人材を送り出しています。

県内にある大学や高等専門学校などからもサービス業などのさまざま

な職穫に人材が供給されています。

( 2）研究機関

三重県には、大学や高等専門学校、燥の公設試験機関のほか、国立研

究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所や隈立研究

隣発法人水産総合研究センター増養殖研究所など、留の研究機関も設震ま

されています。



第2霊安食の獲業を取り巻く環境の変化

1.伸びない醤内市場・生産年齢人口の減少

人口減少社会の到来や溺内需要の減退等により、関内市場の大幅な伸び

は今後期待できない状況です。

そのような中においても、校会の成熟化に伴い、価値観やライフスタイ

ルが多様化し、機能性食品をはじめ、栄養補助食、介護食、離乳食、非常

食などといった健康・医療分野や防災分野など、新たに広がりつつある市

場も顕在化レピいます。

このような消費者ニーズの変化を的確に捉え、対応していくことが求め

られています。

＂＇＂＇岬
田畑

＂＇・ρ∞ 

usnoo 

no醐

"'・'"' 
100 aoo 
〈千人J 平臨時平出咋王手臨時.臨坪平副＇~平向咋平融持

＇＂＂嗣＇＂＂哨＇＇＂＇＇嗣，，.お硝回初嗣 faa:is同（2000哨
※積立社会保締・人口問題研究所平成25α013）年3月推計より

図 1 将来推計人口

株式会社富士経済ホ｝ムページ f高齢者向！？金品
市場の将来j[ii2013J概要より

また、三三重県においても、生産年齢人口が、戦後から 1990年代半ばまで

増加を続けてきましたが、全体人口の減少に先行する形で 2000年から減少

に転じています。現夜、地方のサーピス産業を中心に、入手不足が顕著と

なっており、事業者においては、商品やサービスの高付加価値化、作業の

効率化などを進めることで労働生産性を向上させ、賃金の改善を図ること

などが必要となっています。

農林水産業においても、これまで従事者の中心で、あった年代の担い手が

一斉にリタイアする時期を迎えており、生産カを維持・向上させるために

は、多様な担い手の確保・育成が急務となっています。

2.拡大する世界の食の市場

一方、海外においては、新興国が急速に経済成長を遂げており、今後、

ますます購翼カが拡大していくことが予想されています。

また、近年、役界では国家間・地域開の連携が進んでおり、自由貿易協

定（FTA）や経済連携協定（EPA）、そして欧州連合（E U）や東南ア
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ジア諸国連合（ASEAN）など、広域経済連携による経済自由化の動き

が急速に進んでいます。

そうした中、世界の食市場は、 2009年の 340兆円から、 2020年には 680

兆円と倍増し、特にアジアは 82兆円から 229兆円と、約 3fきに拡大するこ

とが予測されています。

閣は、農林水産物・食品の輸出額を 2013年の約 5,500億円から 2020年

には約 1兆円とする目標を掲げており、木県としても急速に拡大するt世界
の食市場を取り込み、三重燥の食の産業の成長を促進していく必要害があり

ます。

7000 

6000 
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4000 

中国・インドを含む
アジア（82兆円〉

療設猪

2009琢

総総務護憲瞳畿磁滋盤瀦麓
2020年

中臨・インドを含む
アジア（229兆円〕

図2 世界の食の市場規模予測

3000 fお凶＝ μωιF本£叉ぬ込I叶以叫出よいιf＂~＇向ゐ山日ニ占山山ιi

※農林水産省ホームページ f特集1農林

水庭物と食品の輸出、最前線レポートニ

ッポンの”おいしい”をもっと世界へ(1)J 

より引滞。
A Tカーニ一社の推計を基に農林水庭省

作成。

2014年（平成26年）の農林水
援物・食品の輸出額が 6,117 

億円となり、 1955年に統計を
取り始めて以来初めて 6,000

イ意向を突破。

H21”22 H2~ H24 H25 H26 
：河援林木産省平成27年z月10.回発表
r平成26年農林水産物・食品の輸出笑綴についてj

添付資料「農林水震物，食品の輸出磁の推移jより作成．

図3 日本の農林水産物・食品の輸出額推移

3.情報通信技術の進展

インターネットやスマートフォンなどによる ICT  （情報通信技術）の

発達は、新しい産業分野の創出や既存産業に刺激を与えることにより、さ

まざまな渓業の成長に寄与しています。

8 



農林水産業では、インタ｝ネットを活用した農林水産物の販売や食の安

全・安心に資するトレーサピリティシステム（生産履歴管理）、コンピュー

タを用いた栽培環境制御を行う植物工場など、 IC T活用によるさまさfま
な取組が進められています。

また、近年、ビッグデータを産業活性化に活用する動きが進展しつつあ

り、三蓑県においても、県あるいは県内自治体がフィーノレドを提供し、ビ

ッグデータ・ Ic T技術を活用した新たなど、ジネスモデルを構築するため、

fみえ Ic Tを活用した産業活性化推進協議会Jを平成25年度に設立し、

産官学が連携して取組を行っているところです。
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食の産業振興の毘指すべき姿第3掌

食の産業振興を進めていくにあたっては、三三重まの食が持つポテンシヤルを最

大限に活用し、食関連産業が底面している対外的変化に的確に対応していく必

要があります。ヌドピジョンで示す三重の食の産業振興のおおむね5年後の留指

すべき姿は以下のとおりです。

害京丙正月重用を創出し、地方語妄お語IT毛「三君主の食関連産業JI 
経営カのある農林漁業者が増えるとともに、企画カや技術力のある食品

製造事業者、魅力的な飲食店や宿泊施設が王室主燥に多く集積することで、

産業の裾野の広い食隣連産業に多くの雇用が生まれ、本県の社会減を食い

止め、地方創生につながっている。

極悪丙市Eーの人時きつける「三重の餓躍菊1
圏内をはじめ、海外にも三重の食や食文化の魅力が伝わり、大企業や中

堅企業だけではなく、県内の食に関わる中小企業・ノj、規模企業が海外市場

の獲得を目指すようになるとともに、三重の食を求めて国内外から多くの

観光客が三重県を訪れ、食の消費拡大につながっている。

恒産三E 健康づくりに寄与する「三重釘誕百1
三震の食の安全・安心が確保され、県民の健康づくりに寄与するととも

に、県民自身が三重の食や食文化に親しみを持ち、その魅力や価伎の理解

につながっている。

金
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第 4章今後の取総の方向性

三重の食の産業振興のおおむね5年後の目指すべき姿を実現するため、体系

的に食の産業振興に関わる政策を推進します。

第一に、第1次産業から第2次産業、第3次産業までが一体となった食の産

業振興に取り組みます。 5主体的には、関連事業者が一体となった素材（農林水

産物）の嬢き上げ・試験研究、商品開発支援、販路開拓支援、情報発信に効果

的に取り総んでいきます。

第二に、こうした食の滋業振興を支える土台づくりに取り組みます。具体的

には、食の安全・安心に向けた取組をベースとして、多様な連携（つながり）

を生み出す仕組みづくり、食関連産業の人材の確保・育成にも取り組んでいき

ます。

こうした取絡を通じて、第1次産業から第2次夜業、第3次産業までが様々

な形で互いに連携・補完しながら新たな価値の創出を後押しするとともに、三

重の食や食文化に対する県民の理解を醸成する施策などを展開していきます。

1 .第1次康業から第2次産業、第3次産業までが一体となった食の産業振興

( 1）素材（農林水産物）の磨き上げ・試験研究

三重県には重量かな自然の恵みにより、食材が重量富に存寂しますが、こうし

た素材の付加価値を高めていくためには、その磨き上げに取り組む必要があ

り、ミ三震の食材がどの地域にも負けないブランドカを獲得していくための各

種技術の確立等を推進します。

－農林水産物の高付加価鍍化や生産コストの低減、病虫害リスクの管理な

ど、農林水産業にかかる技術課題について、試験研究を行います。

－種誌の放流や供給体制の強化など水産資源を回復する取組を行います0

・海外マーケットのニーズ等に郎した栽培技術を確立するとともに、農業

者による農業生産工程管理（GAP）認証取得を促進じます。

！＜平成27年度の主な隠遼事業＞
i 翰出対応型産地育成支援事業 11. 246千円

i 輸出にも対応できるリーディング園芸産地を育成するため、海外マーケット1
1のニーズ等に却した栽培技術を擁立するとともに、 JGA  Pの認証取得の促進なi
• ど、海外叛路開拓iこ必要な環境空整備を支援します。

海女漁業資源縫大対策事業 9. 856千円

海女の漁業収入の土器力日を目的として、資源減少が馨しいアワビの放流穣苗の；
大型化にかかる実証試験やアワビとともに海女の収入を支えている赤ナマコ穣！

：苗の供給附】粉強化に取り組みます。 : 
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農業技術高度化研究開発推進事業 152. 193千円

国等から交付される競争的研究資金を活用し、｛也の公設試験研究機関等と遼；
携しながら、県内農業の振興に生かすことができる高度な技術課題を解決するた；
めの研究開発に取り総みます。

畜産業妓術高度化研究開発推進事業 2,182千円 ； 
国等から交付される競争的研究資金を活用し、他の公設試験研究機関等と遼a

携しながら、県内苦言産業の振興に生かすことができる高度な技術毅趨を解決する
ための研究開発に取り組みます。

機物工場実証パイロット事業 8,411千円

農業研究所内に設備した太陽光利用型植物工場において、県内生産額の多い
トマト・イチゴについて、低コスト化、周年栽培の栽培実証を行うとともに、実
在技術を普及・拡大させるための人材を育成します。

みえの養殖水産物計霊童生産体時lj構築事業 5. 241千円

木県の養殖魚の大半告と占めるマダイとfillの魚穫を級み合わせて養殖する三重
県裂の「複合養殖」モデルの磯立をめざします。さらに、館料コストの削減や魚
病予スクの低減のための試験を実絡し、技術の高度化を図ります。

( 2）商品開発支援

現代社会のニーズに対応した売れる商品の開発が求められていることから、

食味や機能性など県産農林水産物が有する特徴を生かした高付加価値な素材

の生産を促すとともに、さまざまな異業種との連携を促進します。

・農林水産資源を活用し、産学官連携により新商品等を生み出していく、

「みえフードイノベーション」を推進します。

－県民の健康づくり、寿命延伸につながるような医療食や介護食、機能性

食品、機能性の高い農林水産物の創出を支援します。

・産学宮で組織する「みえ食発イノベーション創造拠点Jを通じ、大学や

研究機関が持つ機能を連携させながら、食に関する事業者の研究開発・

技術支援等に取り組むとともに、隠内大都市圏や海外で売れる食品の開

発を支援します。

－伝統産業・地場産業における、デ、ザイナ一等との連携による商品開発や

販路拡大等を進めます。

：＜平成27年度の主な関連事業＞ - i 
みえフードイノベーション総会推進事業 215,204千円 : 

I 農林水援資源を活用して、産学官連携による新商品等を薬新的に生み出す ！ 
； fみえフードイノベーションj を推進します。 : 

lー叩司 E 制時四回伊自国時四但四時何回自由同時自由岡山町田－ －－四－－四回ー閣制句－－－－－－側四四時何回目j
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； みえライフイノベーション総合特区食バリューチェーン推進事業 8,088千円 j

！ 介護食や医療食など高付加価値の機能性食品・作物を創出するため、大学や！
j病院等と連携し、食に関する機能性評価が容易に実施できる体制を機築します。 i

；地域資源活用型量産療品等開発促進事業 7,870千円（一部） ； 

: 県内地域資源を活用した付方針制度の高い医薬品、医薬部外品、化粧品およびl
l健康増進・縦持につながる付加価値食品等の製品化在進める事業者に対して、研l
；究開発、試作品の製作、さらにそのブラッシュアップ。等、製品化に向けた支援をi
:nいます。

！ 食発・地域イノベーシ耳ン章lj出展開事業 3,066千円 : 
fみえ“食発・地域イノベーション”創造拠点Jの試験・研究機器を活用し、l

企業の新潟品開発・製造法改善等につながる研：究成果を得るとともに、技術支援：
等を通じて研究成果の展開をIZIります。 ： 

海外・大都市鶴等を目指すグローカル食品の隣発促進事業 1, 131千同 ； 
海外や鹿内の大都市闘において販売可能な県康食品を開発するために研究会；

や共同研究等を行い、広域流通を踏まえた技術関発や試作品づくりを行います。：

伝統産業・地場産業新たな市場開拓促進事業 11, 346千円 I 

伝統産業・地場産業において、県内外で活躍するデザイナ一等との連携を通1
I じて、新潟品の関発を行うとともに、開発・改良から流通までの一望ましたデザイ i
: ン戦略を活用した支援を行い、大都市殴及び海外を視野に入れた販路拡大等の取1
1総を捻進します。 ： 

( 3）販路開拓支援

特に中小企業・小規模会業、農林水産事業者にとっては、ネットワークや

販売ノウハウが乏しく、自力での販路開拓がなかなか難しい状況であるため、

官民一体となって販路開拓に取り組んでいきます。

－国内外で行う情報発信等を契機に、大都市額や海外のバイヤーやシェフ

等とネットワークを構築するほか、流通商や海外での錦)'JIJ営業活動支援

など、新たな販路が確立されるよう、きめ細かな支援を行います。

・グリーンツーリズム（農山村滞在型余暇活動）やフツレーツーPズム（漁

村滞在裂余椴活動）、スポーツと食を組み合わせた健康増進に資する体験

ツアーなど、地域の食文化の体験を通じて、国内外から三重県に人を呼

び込む取組を推進します。

－園内量販店等において、県内農林水藤物の匂の魅力や安全性などを消費

者に伝えるキャンベーンを展開することで、購貿意欲を高め、土也E霊地消

による地域内流通を活発にしていきます。
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く平成27年度の主な関連事業＞ : 

フードコミュニケーシヨンプロジェクト推進事業 12, 378千円（一部） ； 

後れた県産品を「みえセレクションj として選定し、事業者の営業活動を通；

じた販路拡大を支援します。

地域食材賎カ再発見事業 7,521千円
大都市殴等のバイヤーやシェフ等とのネットワークを構築し、みえの食材等

の持つ庫主力の認知度向上及び県内事業者とのマッチングをi蕊るとともに、専門的

な視点での評価・助言を行うことで、話題品のブラッ、ンュアップを促進します。

地域資源活用型医療品等開発促進事業 7, 870千円（…部）

製品化された県内地域資源を活用した付加価値の高い盟主薬品、医薬部外品、 1

1 化粧品および健康増進・維持につながる付加価償食品等について、その販路開拓：

に向けた支援を行います。 ； 

覧車カあるみえの水産物輸出戦略構築事業 4,822千円 ； 

県E量水産物の輸出を促進するため、海外市場調査の結果をと踏まえた輸出対象i
簡における奴売促進や生産力司工施設のHA.CCP認証対応支援、 JETR O及びi

県輪出促進協議会と連携した研修会や相談会などに取り組みます。

農林水産物・食品輸出イノベーション事業 5, 779千円
台鴻やASEAN~者鴎での物産展の開｛緩や食品見本市等への出展、海外に販

路を持つバイヤーの招鴨等により、県産品の輸出拡大を図ります。

農林水産物・食品海外販路開拓チャレンジ事業 26,042千円
台湾とタイに現地アドバイザーを設置し、事業者の営業活動を支援します。

沖縄層際物流ハブを活用した三三E重県産品輪出支援事業 15,543千円 : 
沖縄国際物流ノ＼ブP機能を活用し、アジア市場に販路ネットワークを有する沖：

縄県と連携することで、三重県鹿品のアジア市場への展開を促進します。 : 

みえの獣肉等流通促進事業 5,692千円 ； 

獣肉等の需要を拡大するため、獣肉の品質及び室主の確保や施設整備支援、商；
品際発や首都圏：での販売促進、ジピエ料理フェア開催等を通じた「みえジピエJ: 
取扱店織の拡大、みえジピエ主主録制度の普及啓発など、獣i苅の処理・供給体制l
の整備を進めます。 ： 

(4）三重の食の情報発信

海外での三重の食の販路開拓や、鹿内外からの観光客による食の消費拡大

につながるよう三重の食材や食文化を積極的に情報発信していきます。

（海外への情報発信）
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－海外において、三重県フェアの関僚など、三重県の認知度向上を図指し

た情報発信等の取組を進めることで、県産品のブランド力向上や観光

客・ビジネス客のインバウンド（訪日外国人旅行客）の増加、企業の海

外展開などにつなげます。

！＜平成27年度の主な関連事業＞ : 
: 地域の車主力発僑・販路拡大支援（三重霊祭フェア）事業 26,513千円 ！ 

国内外で食を中心とする三重の魅力を発信する三議j果フェアを開催するとともに、 tii、！
内事業者のテストマーケティングによる現地ニ｝ズの把援や、商談会等の参加による販路l
確保・拡大を支援します。 i 

食の農業振興事業 5, 001千円（一部）
米関の料理大学CI A （カリナリ｝インスティチュートオブアメワカ）で開催され；

る散界の食の産業関係者が集まるWOF（ワー／レドオブプレーパ｝）に参加し、三重のl
多様な食材や食文化等について情報発信を行います。

ミラノ国際博覧会出展事業 63,435千円

ミラノ閣総i専覧会に出展することにより三重の食や食文化等多様な魅力について情報
発信し、ヨーロァパ等からのインバウジドの拡大や海外への奴路拡大につなげます。併せ

てミラノ市内において、食に関する業界関係者や消費者に対して販路拡大につながる取組
を行います。

みえの食輸出促進事業 6,851千円

事事出への取組意欲がある事業者の県藤品を活用し、三重ま県らしさや機能性を表現したi
f日本食jを提案し、見本市や商談会等を通じて世界に発信することで、輸出拡大につな！

げます。 ； 

みえの県産品輸出拡大レシピ創作事業 3,370千円 ！ 
料理研究家等により、~産品を活用した日本食レシピを創作し、海外の調理人等に魅 I

カある日本食素材と活用方法等を伝えることで県産品の売り込みにつなげます。 i 

海外市場向け三室重県産ブランド牛肉輸出モデル毒事業 21,403千円 ； 
肉牛生援者間体等が行う輸出促進に向けた主体的な敬総を支援するとともに、海外のl

メディアや料理人等を対象とした情報発信等に取り綴みます。 : 

GBサミット関連事業 100,00D千円

2016年に日本で開催予定のG8サミットの本県での開催に向け、本県の知名度向上やl
地域の受入体制援備、開催機運を凝り上げるため、 PRや関連イベントを行います。 : 

: 海外誘客推進プロジェクト事業 115, 777千円
： 海外旅行会社へのPRに加え、外Q!l人旅行者に対するフ。ロモーションや口コミサイト；

；等での情報発信を強化し三重県の認知度向上を関ります。また、無料公衆無線LANの充！

：桝鞭税免税腐の拡大など、受入糊の整備を促進します。 : 

L－－－ー－－－－－－－－－－ー白骨ーー盤情ー凶－ ---~，ーー幽開・ーー泊四’ー－ ---－，ーー四ー－－－，ーー ω ．． 
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（箆内への情報発信）

・言者日関営業拠点 f三重テラスJ合通じた三君主の食の魅力発信のほか、さ

まざまなネットワークの活用、大都市魁での三重量累フェアの開催、県民

や観光客に対する食のイベントの開催など、さまgまな手法を組み合わ

せて三重の食が消費者や食の関連事業者の心に残り、ブランドカ向上に

つながるよう、戦略的な情報発信に取り組みます。

：＜平成27年度の主な関連事業＞ 1 
; 全国菓子大博覧会・三震開催支援事業 32,653千円 ； 

； 平成 29年4月から 5月にかけて伊勢市で開催される第 27回全国菓子大博覧：
；会に向けて設立される実行委員会に参額し、テーマである「お菓子がつなぐ「おj
: もてなしをJ世界へJをコンセプトに、三護県の食の藤業振興につなげていきま j
；す。 i

； 戦略的営業活動渓濁推進事業 11, 826千円 : 

: 三君主テラスを中心に、日本橋エリアの関係団体や他県アンテナショッブ。等の1
1金聞やイベント等と連携し、首都圏でのさらなるネットワークの強化と拡大をと図1
1るとともに、食を軸として園内のみならす海外も視野に入れた情報発信を行いま；

；す。

関西堕営業碁盤構築事業 7,617千円

関西閣において、消費者やメディア、食の富喜連事業者等にみえの食の麟カを
情報発信し、ネットワークの充実強化を留り、弱音百闘からの観光誘客や際]113闘で

の販路開拓につなげます。

: 地域の魅力発信・販路拡大支援（三重県フェア）事業 26,513千円［湾掲］

： 閣内外で、食を中心とする三重の魅力を発信する三重県フェアを開催するとと
： もに、県内事業者のテストマーケティングによる現地ニーズの把握や、商談会等．

iの参加による販路確保・拡大合支援します。 : 

: 戦略的ブランド化推進事業 5,524千円 （ 
： 特に優れた県産品を三重ブランドとして認定するほか、新たな三議ブランド

j育成のため、事業者に対し支援を行います。 : 

: 三重の「米カJ発揮支援事業 10,500千円 : 

: 県産米の新たな販路の確立と消費拡大を図るため、米の流通事業者等と連携1
！ し、県内各地の米の強み（米カ）を生かしたブランド化戦略を策定するとともに、；

；ファンづくりに向け、メディアを活用したPR活動等を進めます。 ！ 
！ みえの魚食普及後進事業 2,551千円

i 魚に隠する基本的な知識や魚の特性に合わせた簡単かつおいしく食べる方法l
jを普及する人材を育成するとともに、育成した人材による魚食普及の取組によ；

i り、魚の調環離れの解消につなげていきます。

； 三重欄光キャンペーン後進協議会負担金 162 700 =f円 i 
: 官民一体の協議会lこよ明、首都圏をはじめ、大都市閣において、首都圏営業j
i拠点「三隻テラスjや関西事務所等と連携して、三震の食をはじめ、三重の魅力j
lを情報発信します。 : 
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(5）新たな価値を創造する基盤の構築

食関連事業者の経営カの強化に向けた支援や食関連産業の国内外からの

誘致など、新たな価値を創造する慕盤づくりを進めます。

（｛悶々の事業者の経営カの強化）

－三三重県版経営向上計画制度などを活用し、個々の事業者毎に経営状態や

様々な支援施策などを把握した上で、最も適切な支援施策や事業者関連

携の提案など、事業者と対話しながら経営面での支援を行います。

（食関連産業の誘致や教育機関の立地促進）

－食品加工分野やサーピス産業等を含めた食関連産業の新規投資の促進に

向け、祭外、海外からの誘致活動を進め、食の産業の集積を図ります0

．食関連の大学の創設に向けた検討を進めます。

：＜平成27年度の主な関連事業＞ ： 
みえの窪用経済を支える県内投資促進事業 1, 603, 677千円（一部） ！ 
雇用や地域経済への波及効果の高い施設をターゲットにサービス産業の誘致1

に取り絡むほか、地域への経済波及効果の高い集客交流機遠藤業などにおける投1
資を促進します。 i 

県内中小企業海外展開促進事業 27,589千円 ； 
中原及びASEAN地域合対象にした海外展開支援拠点を活用するとともl

に、産学官金が一体となって設在ましたみえ閤際展開推進連合協議会を核として、 1
1 木県がネットワークを有する関・地域との連携・交流の機会を創出し、県内中小：
！企業・小規模企業の海外展開在促進します。

~ M 柳町田ーー－－－四ーー国司他叩何回ー国国自制開閉ーーーー制鵬酬明 e ー回国叩”問問ーーー凶幽閣時畑＿＿＿＿＿J 

2.食の産業振興を支える土台づくり

( 1 ）食の安全・安心に向けた取り組み

食の安全・安心は、県民が差是かな食生活さと通じて健康に暮らしていくため

の基本であるとともに、三重の食のブランド化を図るうえでも重要です。こ

のため、「三重県食の安全・安心の確保に関する条例Jに慕づき、擦係者が協

力して食の安全・安心確保に向けた取組を推進します。

・危機管環を強化した体制のもと、食の安全安心の確保に向けた施策を総

合的に推進するとともに、米トレーサピリティi告に基づく米穀等流通の

監視・指導や事業者のこまンブライアンス意識の醸成などに取り組みます。

・国産の加工・業務用野菜の需要増加に対応するため、トレーサピリティ
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の構築など安全性の確保に向けた体制を構築し、実需者等から選ばれる

産地の育成に取り組みます。

－県民の健康づくり、寿命延伸につながるような医療食や介護食、機能性

食品、機能性の高い農林水産物を創出する仕組みを構築します。

：＜平成27年度の主な関連事業＞ : 
: 食の安全・安心健保捻遂事業 1, 724千円 ； 
！ 「食の安全・安心が確保された三重県Jを実現するため、危機管理を強化し：
: た体制のもと、条例及び基本方針ーに基づく施策を総合約に推進するとともに、；
: 米トレ｝サピジティ法に主主づく米穀等流通の監視・指導や事業者のコンブライ1
: アンス意織の醸成などに耳文明組みます。

； 食の安全総合監筏指導事業 16, 379千円
i 食品の安全・安心の確保を図るため、食品の製造から消費に奈る一声をした数；
i 視指導体制を整えるとともに、食品事業者における自主衛生管理の導入を促進；

します。 : 

加工・業務局に対応するみえの題芸産品生康流速体制整備事業 9,475千円 : 
宙産の加工・業務用野菜の需要増加に対応するため、安全伎の磯保に向けた！

体制を構築し、実需者等から選ばれる加工・業務用野菜の産地安育成します。 : 

みえライフイノベーション総合特区食バリューチェーン推進事業 8,088千円 l
［再婚］
介語蓄食や医療食など高付加価値の機能性食品・作物を創出するため、大学ゃ；

病院等と連携し、食iζ関する機能性評備が容易に実施できる体制を構築します。；

(2）多様な連携（つながり）を生み出す仕級みづくり

第 1次援業から第2次産業、第3次産業までの食関連産業が、さまざまな

形で連携し、互いに補完しながら、新たな価鐙を創出していくことが求めら

れています。そのため、多様な連携（つながり）を生み出す仕組みを構築し

ます。

(ICTを活用したネットワ｝クづくり）

• I C T等を活用し、生産、加工、流通、紋売に至る事業者間の連携を強

化するとともに、ビッグデ、｝タを活用できる環境の整備や人材の育成に

取り組みます。また、 Ic Tなどの活用で先行する国内外の都市などと

連携し、農業の生産性向上や人材育成の分野における Ic Tの活用に取

り組みます。

・三重の食が一元的に把援できる消費者自線のポータルサイトの構築を図
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ります。

（多様な業種の顔の見える関係づくり）

・食の産業に携わる関係者が一堂に会し、商品開発や連携フ。ロジェクトと

いった新たな取組について情報を共有したり交流を深めたりする場を設

けます。

－従業員も含めた事業者間での勉強会や連携フ。ロジェクトの構築につなが

るネットワ｝クを形成するために、専門家等によるコーディネート組織

の形成について検討していきます。

・県内の食関連産業で構成される組織体制の強化を図り、個別商品ごとで

はなく、三重の食会体の産業振興を推進する仕組みを構築します。

＜平成27年度の主な関連事業＞ : 
みえの食のバリューチェ…ン構築事業 25,008千円 : 
美味しさや鮮度、健康や機能性など、の消費者ニーズに的確に対応した付加価l

伎の高い三震の食の提供を通じ、食に関わる産業の発展につなげるため、生産か；
ら加工、流通、販売に至る事業者間の連携の強化・拡大をiZlI) ＇本県での食産業；
の集積を促すための事業環境整備と併せ、 Ic Tやピ、ツグデータの活用、国内外l
の都市との連携に取り組みます。

地産地；闘を支える地域内流遜鉱大事業 6,265千円 ； 
県産農林水産物を、産地と消費地で効率的に流通させるためのモデル事業のl

実認とあわせ、地域内流通の拡大を鼠ります。 ； 

食の産業振興事業 5,001千円（一部）
食の産業に携わる務係者が一主主に会するシンポジウムの開催などを通じて、；

； 関係者聞の情報共有や交流を深め、さらなる食の産業振興につなげます。 ； 

( 3）食関連産業の人材の確保・育成

消費者が求める食を安定供給し、産業として持続的に発展していけるよう、

食を担う人材の育成・確保に取り組みます。

（農林水産業における人材育成と担い手磯保）

－農産物の付加価値向上と販路拡大に向け、農業者の？ーケティングスキ

ルの体系的な習得を支援します。

• {t業等の参入促進や意欲ある多様な農業者の脊成のほか、新規就農希護

者や療がい者などの就労支援、技術指導などを進めます。

• i魚、業への新規就業安促進するため、新規就業者の初期投資費用の軽減や

僚がし、者の就労支援に取り組みます。

・農林水産業の労働生滋性を向上させるため、農林水産物の付加価値販売

の促進と合わせ、作業の省力化や効率化、農林水産業機械の有効利用に
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向けた支援のほか、農地や漁港など生産慕皇室の整備に取り組みます。

（食品製造業における人材育成）

・食品製造事業者の経営発展に向け、商品の差別化に向けた取組や、事業

活動の信頼性、営業力の向上を支援します。

（飲食業・宿泊業などサーピス産業における人材育成）

－サービス産業に従事する人材のマ｝ケティングス今ルの向上やおもてな

し経営手法の体系的な習得を支援します。

・イスラム閣におけるハラノレなど、 t生界各地での食に隠する慣習や制度な

どの啓発等に努めます。

－県内高等学校への食に関わる専攻科の設置促進や、世界に適用する料理

人の議出を視野に入れた米国の料理大学との遼携、日本の高等教育で不

足しているサーピス緩営学フ。ログラムの県内大学への導入を図ります。

また、海外の食の総合大学との連携について検討していきます。

（県民の親しみ・理解の醸成）

. l系民に三重の食や食文化への殺しみや環解が深まるような新たな施策を

検討します。

；＜平成27年度の主な関連事業＞ -: 
: 三重の 1）一ヂイング産品を支える人材育成率業 1’315千門 ； 
！ 「｛諸かる幾業jを実践できるE襲業者fと予著成するため、是是業大学校においてz辞l
；疲と演習を組み合わせたE馨E星申tの研修を5尾施し、農業考の？一ケテイング、スキル
：の肉上を図り E主す。

！ 新規就農者総合支援事業 279,887千円
! 就農希主望者や新規就差是者に給付金者と給付することで、就農意欲の喚起と統農：
i後の定着を図ります。 ’ 

農福連携・障がい者雇用推進事業 4,233千円

福祉事業所の農業参入や農作業委託、産量業経営体への隊がい者の就労を促進
するため、福祉事業所への技術・経営支援、農業と福祉をつなぐ人材育成、農業
者への意識J啓発、憶がい者が扱える農業・農作業の検萩等に取り組みます。

: u l Jターン就農者受入・支援体制緊急強化事業 45, 042千円 I 

: U I Jターンにより新規就燥を窓す人に木県を就農地として選んでもらうた；
lめ、鑓係者の逮携により農業大学校における農業人材育成機能の充実を殴るととi
: もに生産者組織等による受入環境整備を支援します。 i 

: 農業版就職支援事業 1, 215千阿 : 
； 農業分野における若年者の就労の場を拡大するため、市町や関係間体等と連l
！携し、「みえの就幾ザポートジーダ一帯lj皮jの推進を腐るとともに、就農サボー：： トPーダーの育成を行う市町に対して助成を行います。 ： 
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: 檎物工場実証パイ口ツト事業 8,411千円［再掲］ : 

農業研究所内に裳備した太陽光利用型機物工場において、県内生産額の多いi

トマトーイチゴについて、低コスト化、周年殺絡の栽i密実誌を行うとともに、実l
iliE技術を普及・拡大させるための人材を育成します。 ： 
みえの企業等の農業参入による地方議lj生モデル事業 26, 112千円 ； 

食業及び農協出資型法人の農業参入等を支援することにより、新規緩fflの愈j: 

tHと遊休農地解消を図ります。

新規漁業就業者定器支援事業 3,803千円

就業直後の初期投資費用軽減を目的として、 i魚、協が新規就業者に漁船等をリ

ースする経費や漁協が新規就業者合援用する経費を補助します。あわせて水度分

野における障がい者の就労を促進します。

フードコミュニケーションプロジェクト捻遂事業 12,378千円（一部）
大都市翻等への奴路拡大をめぎず毒事業者の商品力及び営業カの改善を促すた

めの研修会を実絡しまナ。

ーー世幽冊目ーー幽－－－ーー由惜ーーー白幽 w ，ーー由時間ーー・．“’ーーー・・．，．”ーー幽，’”ーーー信情”ーー』即
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f三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する基本計画j

基本計画策定の考え方議
（平成24年3月策定）の概要 別添3圃 1

1 .策定の趣旨
農業及び農村を取り巻く情勢の変化に対応し、食や農

に対する県民の多様化する期待に応えていくとともに、
将来にわたって農業が持続的に営まれる農村地域の確立
に向け、めざすべき将来の姿とそれを実現するための施
策の総合的かつ計閥的な推進を図るための2基本的な計阪
として、策定する。

2.計爾の性格
燥の食を担う農業及び農村の活性化に関する施策の基

本となる計爾であるとともに、農業者、関係機関をはじ
め、消費者の方々の参加を得る中で、三重県の「食Jと
「農Jの活性化を進める指針となるもの。

3.計画の期間
平成24年度（2012年度）から10年後を見通す。
なお、主主本計画に基づく施策の着実な推進と的磯なマ

ネジメントを行うため、具体的な取組展開を示した「行
動計調Jを策定する。

第2j韓三重擦の農業・農村をめぐる情勢
…………内べ…川一一………小…r～…ム

1 .食と農業及び農村を取り巻く環境の変化
( 1 ）人口減少社会の到来
( 2）グローバル化の進展
( 3）地球環境問題の深刻化と世界の食料事情
( 4）人びとの価値観やライフスタイルの変化
( 5）情報通信等技術革新の進展
( 6）食料自給率の低下と関農政の転換

2.三重県の農業及び農村の現状と課題
( 1 ）耕地

－耕地爾穣、耕作放棄j也、耕地利用率、等の状況
( 2）農業者

－農家数、農業就業人口、認定農業者、農業生産法人、
新規就農者、等の状況

( 3）農業生産
・農業算出額、食料自給率、農業所得、
農産物・生産資材価格、 6次産業化への取級、

(4）野生鳥獣による被害
－鳥獣被察金額、等の状況

(5）農村社会

等の状況

・高齢化、混住化、生活基盤整備、農山漁村交流人口、
等の状況

第3輩碁本方針 j
1 .農業及び農村の活性化に向けた基本的な考え方
( 1 ）農業及び農村の果たす役割

①食料の持続的な供給 ②多磁的機能の発探 ③地域経済と就業の場を担う産業
(2）取組展開に向けた基本視点

「祭民カによる協叙の三重づくり」とあわせ、次の3つの視点を施策展開のベースに霞く。
①消費者の視点に立った「売れる農業」の展開 ②将来にわたる農業の持続的発展 ③地域の創意工夫を重視した施策の展開

( 3）めざすべき将来の姿
a:安全・安心な農産物が、安定的に供給されている姿 。多様な農業経営が確立され、本県農業が持続的に発展する姿
③地域の特性を生かした取組が展開され、農村が振興される姿 ④農業及び幾村を起点として、新たな価値の創出が図られる姿

2.三重県の農業及び農村の活性化に向けた施策の控室開
県民生活の安定と地域経済の健全な発展に資するため、農業及び農村の果たす役割を踏まえて、 4つの基本施策と基本目擦を定める。
( 1 ）基本施策！：安会・安心な農産物の安定的な供給

安全・安心な食料を泉氏等に安定的に供給するため、農濠産物の生産・流通体制の強化に取り組む。

2憲二本 目 標、 i～平成：23(2011）年度【現状J J 平成：33(2021)年度同様1

食料自給率｛カロリーベース）

＜目標達成に向けた施策展開の内容＞
①需要に応じた水田農業の撤進
③活力ある畜産業の健全な発展

4 2 % （平成21年度｝ 5 1 % （平成32年度）

②消費者ニーズに応える溺芸等産地形成の促進
④農畜濠物の生産・流通における安全・安心の確保

(2）纂本施策II：農業の持続的な発展を支える農業生産構造の確立
l果農業が持続的に発展できるよう、意欲と経営感覚にあふれる多様な農業者の確保・育成に取り組む。

＼拳九本：；鼠・・.・・・・・・・襟.....: ••••••••••••• r平成2312011)年度問状1.•.•... ・ 1.九平成33(2021l年度I関関川
農業経営体数（認定農業者、集落営農組織等） 2, 3 4 6綬滋体 3, 0 0 0経営体

＜目標達成に向けた施策展開の内容＞
①地域の特性を生かした農業・農村の活性化②地域の持続的な営農の仕組みづくり ③多様な農業経営体の確保・育成
④農業生産基盤の整備・保全 ⑤農斎藤業技術の研究開発と移転

(3）基本施策Ill：地域の特性を生かした農村の振興と多面的機能の維持増進
農業及び農村が多面的機能を発揮できるよう、快適な農村環境の整備や都市や地域住民との連携構築に取り総む。

基本目標

農山漁村地減の交流人口

＜目標達成に向けた施策展開の内容＞
①安全・安心な農村づくり
③人や産業が元気な農村づくり

平成23(2011）年度【現状】 平成33(2021）年度同様】

5, 0 8 6千人（平成22年度） I s, s 1 o千人（平成32年度）

②獣害につよい農村づくり
④多面的機能の維持増進

(4）基本施策IV：農業・農村を起点とした新たな鏑値の創出
県民の食と態との結び付きの強化と、爆を起点とした新たな側儀の童話出に取り級む。

匝ハ川川：.Uリ勺＇－.＇·.＇－:C'"'"•'···.,;.-·.:-'.:: ..川 一円いフ；・・・・・ ·•·.ィγ..；三制2~1?0Jji添削現状1三川

農産品に対する消費者満足度 25% 60% 

＜呂穣達成に向けた施策展開の内容＞
①新たなビジネス創出に向けた基盤づくり ②新たなマーケティング戦略の展開③県民の皆さんと農業との支え合う関係づくり

1 .計画の推進体制
県、市町、農業者、関係団体等の担う役叡を明確にし、適切

な役割分担のもと、連携・協力を基本姿勢として計画の推進に
取り組む。

2.地織活性化プランへの支援
地域の創意工夫を重視した施策展開を図るため、集落や産地

等の主体的な取組を支援する仕組みとして、市町や関係団体と
の連携・協力体制を構築し、地域の取組意欲の場進を図りつつ、
地域活性化プランの策定と実践に対する支援に取り組む。



〈参考〉国の新たな食料・農業・農村基本計画のポイント
別添3帽 2

＋高齢化や人口減少の影響による、国内市場の総小や農地等の維持管理への支障害の懸念

＋世界の食料需給をめぐる環境変化、グローバル化の進燦

＋宇士会構造やライフスタイルの変化による消費者ニーズの多様化・高度化

＋農地集積の進展、法人経営体の増加、企業の参入拡大、農業者の高齢化等の農業構造の変化

〈〉是主業・農村の多様な可能性（介護食品等の新分野の隠拓、地域資源の有効活用による新事業創i出、 ICT・

ロボット技術の導入等への期待等）

＋ 食料自給書室霞擦は美瑛可能な水準として、カロリーベース及び生産綴ベースの闘擦と併せて、飼料自絵

率の自襟を設定

新しい3基本計画
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生産額ベース
65% (H25) •73% (H37) 
65% （詰20）→70%(H32) 11:1計酪（H22策定｝

＋怠践息鎗甜貫農家却後主公表
複数のパターンに分け、国内農林水産業生産による 1人・ 1El当たり供給可能熱震により示す。

・パターンA：栄養バランスを考慮して主要穀物（米、小麦、大!i）を中心に作付け・・ 1. 441kcal (59%) 
・パターンB：栄養バランスを考慮せず主要穀物（米、小麦、大豆）を中心に作付け・・ 1. 802kcal (74%) 
・パターンC：栄養バランスを考慮していも類を中心に作付け・・・ 2.36lkcal (97 %) 
・パターンD ：栄養バランスを考慮せずいも類を中心に作付け・・・ 2,653kcal 009%) 

（ ）：食料自給率（供給可能熟議／供給熱量実績億 2,424kca I * l 00) 

農業や食品産業の成長産業化を促進する「産業政策j と、多源的機能の維持・発俸を促進する「地域政

策Jとを事の爾輸として食料・農業・農村施策の改業を着実に推進
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域活性化プラン策定”実践支嬢状
目j添4-1

H26まで策定数 218プラン ※スタートアップ 126プラン

(H27策定呂標 50プラン）

｛桑名1
H25まで策定数 27プラン
H26策定数 7プラン

計 34プラン

(H27策定沼襟 7プラン）

スタートアップ 18プラン

｛広域1
H25策定数 1プラン

ス$！…トアップ 1プラン

桑名地域

｜叫べ判、・＂＂・

• -'"' ..ふ,/-... ：＂！町一樹：＼で？吋
鶴野約九 コ、＂、r • 

工夫－·~帥市 j九，＇！，：；問
、！＇：~·－沼田市地域｛伊賀】

H25まで策定数 20プラン
トi26策定数 5プラン

計 25プラン

(H27策定密襟 5プラン）

2鹿山甫
/•• I 

帥 津地域

伊賀地続人

名鶴市

スヲートアップ 23プラン
組阪府

市助伊
同級車

町気$
 

松阪地域

【殴悶市】
H25まで策定数 31プラン
H26策定数 9プラン

計 40プラン

(H27策定目標 10プラン）

スタ…トアップ 20プラン

【津I
H25まで策定数 25プラン
H26策定数 9プラン

計 34プラン

(H27策定目標 8プラン）

ス聖一トアップ 20プラン

大台m $11;!'市

【伊勢1
H25まで策定数 21プラン
H26策定数 7プラン

言十 28プラン

(H27策定予定 7プラン）

スタートアップ 14プラン

【尾鷲｝
トi25まで策定数 3プラン
H26策定数 1プラン

計 4プラン

大蜘
摘伊g均F

伊勢地峨

紀北町

(H27策定医者襲 1プラン） 尾鷲地域
俺怯2司3

スタ…トアップ 3プラン
宮

市
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地
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野熊

J• 

［熊野I
H25まで策定数 9プラン
H26策定数 3プラン

計 12プラン

(H27策定自標 2プラン）

スタートアップ 12プラン

｛松阪I
H25まで策定数 30プラン
H26策定数 10プラン

計 40プラン

(H27策定毘擦 10プラン）

スタートアップ 15プラン



地域活性化プランの実践事伊i

（農｝：大地点、あーをH.いなベi1j)
/ 
農事組合法人の農薗絞営の安定による農纏逮携帯事業の定器

野菜栽培管理の補劫異を活用して効率的かつ的確な定犠と農薬散布作業を
可能にすることにより、障がい者がー遠の生産エ程に携われるようにするととも
に、作業ポイントのマニュアル化を進め、農業経営慕鍍の強化を回指す。
〔1也域活性化プランの概要〕
0生産性の向上・・・栽培品目の絞り込み、際がい者の作業領域の拡大（H26）、鳥獣害対策
O人材育成・..~霊場経営のノウハウ等の継承

持隣諸持制点i諮問〉
土地利用型農家、花木農家、茶農家の連携による大麦若葉の産地化

試験栽培を通じて、矯種密度、品種、土づくり等の適正な栽培体系を確立すること
で収量アップを関り、疲地拡大を呂指す。
［地域活性化プランの獄事喜〕
0関係農業者の連携強化・・・滋休農地の広域的な活用、契約業者への販売強化など
O高品質安定さ主産・・・専用品種の選定（H26）、栽培暦の策定等による契約栽培の継続

言権杉の台所kifil')（津市美杉｝

移住農村女性等の定住促進と安全・安心にこだわった農業ビジネスによる
農村活性化

化学農薬・He!料を控えた安全・安心にこだわった商品づくりを遜じて、新規就農容が
飯路拡大を行うことのできる土台づくりを行い、移住者等の所得の安定化と起業の促進
を民権す。
〔地織活性化プランの概要〕
0農産物のE寄付加価健化・・・栽培品目の獄大（年間20品毘）、加工品開発（H26)

O販路開妬・’・ネットをj舌照した情報発信、出張叛発、直売i'JTの開設など

持防未開会｛察知｝：ュ
生産者総織の立ち上げと豆腐づくりなどによるオリジナルブランドの確立

地元事業者と連携した地場産大！］［による豆腐づくりを契機に、｛也累で増収効果が
確認されている施肥技術を実認し、E芸品質な大豆の契約生疫の拡大を箆指す。
〔地域活性化プランの概婆〕
0栽培技術の向上・..効果的な施肥技術の実経（H26）、統一燈の作成
O商品開発・・・豆腐の濁品化

｜別添←2I 



地域活性化プランの実践事例

度予耐引いペリ明会｛度会町一）［ヘ～ < < .. ··•·· i日；y・
！、：にな＂・＂＂ァ

ブルーペリーの本格的な産地化と販路紘大 （開示以

一般消費者と加工業者のそれぞれに対応するリーフレットを活用した販売活動制鐙滋叫
を通じて商品コンセプ卜と商品規格を確立し、『度会ブルーペリーjの販売拡大を え議密量以

〕~·…ー～一＿＿＿, 
目指す。
〔地域活性化プランの概婆〕
0栽綾・叛売体制の構築・・・商品規格の統一、裁E費支援体制の確立（未経験者への支援等）
O販路開拓・・・商品コンセプトの確立、飯促資材の作成（H26)

ご でシ戸三γ / ..う ' .. オでヲττでででττ 三

企業組合：旬業式蕩笑み｛伊賀市）

シイタケ、こんにゃくなどの地域資源を生かした特産加工品の販売

原木シイ5'ケやこんにゃくなど、地域資源を生かした特産品づくりに向けて、
農家女性が中心となって開業した加ヱ所の体制強化を図り、効率的な運営
による事業定着を自拐す。
〔1也域活性化プランの概要〕
0商品開発・・・加工品開発｛惣菜、こんにゃく、漬物、ジャム等）、加工作業の効率化（H26)

O販路開拓・・・答志重量との連携継続｛観光施設での加ヱ品販売等）

農事級合法人山総宝マィ：￥：ーレモン生産組合f紀宝町）
〆
一般消費者向け生果販売の拡大と果汁原料の安定生産

生果実の共撰・共販の再隣に向け、大口の購買緩歴のある騒客を対象とした
アンケート調査や、一般消費者向け商品の続発と獄行販売を通じて販売戦略の
確立を窃指す。
〔t也域活性化プランの概要〕
0生産拡大・・・安定・多収技術の確立、温州みかんの不適地における新植など
O生巣の販売拡大・－・新商品｛季節のみかんとの詰め合わせ）の試験販売（H26)

Oブランド力強化・・・みえの安心食材の認証、 SNSによる情報発憶など

長妻子市開会ふ域） •••• 
「三葉県産アテモヤJのブランド化（続格統一、共販）による販売拡大

三3霊媒疲アテモヤの特徴を生かした大玉巣突の共販に拘！？、i車熟方法を記載した
リーフレット毒事の販売促進資材を作成し、ネット通叛サイトでの販売を遜じて認知度向
上とリピート客の獲得を目指す。
〔地域活性化プランの概婆〕
。ブランドコンセプトの確立・・・商品規格（品種、震さ）の統一
O販路潟拓・・・統一販売資材、販促資材の作成（H26）、ネット販売サイト（H26)

O品質遵守・・・栽培技術支緩体制の確立（組合、中央官普及、農業研究所）

立主f

帯出血・＂＇ ・' 



勺 制二より；現行体制ぬ課題安解消し、

見守添5-1

主！こ貸構を実施；市：酎~農：地利用集積円滑化団体~；：団体XiH22·～
これま均体制？

＋ 

県による農用地

利用配分計聞の

認可、公告

·············$.••襲県）
！？話定、監督1命ラ号、認可等〕
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農地中間管理機構の体制
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地域に対する支援
（地域集積協力金）

1交付対象者
市町内の「地域J
人・農地プランのエリア内の地域
※「地域j とは、集落など、外線
が明確である同一市町村内の区域

2交付要件
「地域J内の農地の一定割合以上

が機構に貸し付けられていること
※毎年度一定時点で判断

3交付単価
地域内の畑・樹国地を含む全農地
面積（農振地）のうち機構への貸
付割合に応じた単価を機構への貸
付面積に乗じた金額を交付
（使途は、地域農業の発展を園る

もので市町で決める）
2割超5割以下： 2.0万円／10a
5割趨8割以下： 2.8万円／10a
8割超： 3.6万円／10a
※26. 27年度は上記の特別単価
(28. 29年度は特別単価の3/4、

30年度は1/2)

農地を出してもらう場合の支援
〈機構集積協力金）

見守添5-2

出し手個人に対する支援

経営転換・リタイア
する場合の支援
（経営転換協力金）

1交付対象者
機構に貸し付けることにより、
．経営転換する農業者
．リタイアする農業者
．農地の相続人

2交付要件
・全農地（自作地）を10年以上機構に
貸し付け（農振地域外・ 1Oa未満・
機構が借り受けない農地を除く）、
かつ、

・機構から受け手に貸し付けられるこ
と（ 1筆以上の転貸確認でよい）
（集落営農組織と特定農作業委託契

約を10年以上締結した場合も対象）
・遊休農地の所有者は、解消が必要

3交付単価
0. 5ha以下 :30万円／戸
0. 5ha超2ha以下： 50万円／戸
2ha趨 :70万円／戸

農地の集積・集約化に

協力する場合の支援
（耕作者集積協力金）

1交付対象者
機構の借受農地等に隣接する農地
又は、 2筆以上が隣接等する農地
（交付対象農地）を、
－自ら耕作する農地を機構に貸し付
けた所有者

－所有者が農地を機構に貸し付けた
場合の当該農地の耕作者

※自作地の所有者自らが機構から借り受
けた場合や機構に貸し付ける以前の利
用権者が再び機構から借り受けた場合
は、対象になりません

2交付要件
－交付対象農地を10年以上貸し付け、
・かつ、当該農地が機構から受け手
！こ貸し付けられること

3交付単鏑
2万円／10a
※26. 27年度は上記の特別単価
(28. 29年度は1万円、 30年度は5千円）



1 計爾策定の自的

農業農村整備のめざす方向を示し、施策の総

合的かっ計陣約な推進を図るための基本的な計

図として策定する。

2 計画の位簿づけ

みえ県民カビジョン及び三重量県食を担う農業
及び農村の活性化に関する慕本計画の呂擦を踏

まえた基本的な農業農村の繋備計図となる。

L..tt麓盤盟
H28からH37までの10か年計画とする。

第2掌 三重県の農業及び農村を
取り巻く情勢

tょっι一94一AZRv一氏U

玉止思霧装

1農業の生産性

・ほ場整備率は、約8苦手jに遼する一方、耕作放

棄地の増により耕地面積は減少傾向

・農地集積は、ほ場軍基備済み農地を中心に増加
傾向にあるものの、約3苦手jの低水準
2 農村の防災滅災

・農業用ため池は江戸時代の築造が多く、老朽

化が進行する中、耐震対策済は少数

－排水機場の約6割が耐用年数を超えており、

多くの施設が更新時期
3 農村の活力

・中山間地域等は平地に比べ、過疎化、高齢化

が一層進行し、農村活力が低下

・都市住民のニーズが多様化し、農村の自然や
ふれあいをさらに求める傾向
4 農業及び農村の多面的機能

・地域の共同活動の維持に支障が生じつつある
とともに、 mい手への維持管唆負扱が増大

－農業生産の条件が不利な中山間地域等では、
農業生産活動や集務機能の弱体化が深刻

、

2 

3 

三重県農業農村整備計題（仮称）の構成（中間案）
別添

第4章 基本的な考え方

農業農村整備の果たす役割

農業基盤整備課

役割1 農業の生産を支える基態づくり

農業の持続的発展と食料の安定供給のために、農業を支える生産慕畿の整備と適切な維持管理を可能にする基盤づくり。

役割2 農村の暮らしを支える基盤づくり

農業生産を通じた農村の暮らしを支えるために、居住環境の整備や防災減災対策実施等の基盤づくり。

役割3 地域の活動を支える体制づくり

農業及び農村の有する多爾約機能の維持・発揮や地域資源の保全のために、地域の共同活動等を支える体制づくり。
取組展開に向けた基本視点

農業及び農村を取り巻く情勢の変化に的確に対応するために、地域での計爾づくりの話し合いに能動的に加わり、その地域ごとの

めざすべき姿を関係者と一緒に描き、維持管埋にかかる役割分強や管狸体制の構築に取り組む。

また、 3つの基本視点を定め、これをベースに計閥的な農業の生産基擦の幾備と多図的機能の発揮等に対する支援等を行うとともに、

これらの必要性や役割を広く！泉氏に発信する。

基本視点I 地域特性に応じた生産基盤の整備

・地域の農業経営や環境にあった農業の生産基盤、苦f磁的な施設更新や長寿命化対策、適.LEな維持管壕が君主要。

基本視点2 重要度や影響を考慮した生産基盤の整備

－施設整備については、施設そのものの援要度や劣化状況だけでなく、人命などへの影響等も考慮して事雲市議を進めることが重要。

慕本視点3 地域内外の多様な主体が地域資源を維持・保全し活用していく体制づくり

・農業者の維持管理の負担増大や都市住民のニーズの変化を踏まえ、多様な主体によって維持管理する取り組みを進めることが霊要。
農業農村整備によってめさ、すべき農業及び農村の姿

① 農地集積の促進と生産基盤の更なる機能向上により、収益性の高い農業が展開されている姿

② 地域の特性を踏まえた総合的な防災減災対策により、安全・安心な農村生活が営まれている姿

③ 地域の特性や資源を生かした取組が展開され、農村の活力が維持・強化されている姿

④ 地域の共同活動等が活発に行われ、農業及び農村の有する多爾的機能が持続的に発揮されている姿

農業生産性の向上 3 農討の総合的な嬢興と活性化
－農村活力の維持・強化のため、生産基主主、生活環境の整備に取り級む

6 

、

整－農備業に取の経り営絡安む定のため、生産性の高い農業を支える生産主主擦の
目標項目 目標指標 目標億

目標積回 困撲指標 目標億 生産基盤や生活環境の整備による、集落の
基本目標 集落数（集落）

基本目標 基盤整備済み農地の強い手への集積 集積（菌積）率（%） 条件不利の解消

効率的な営農の実現に向けた水管理
農業集落排水施設の整備による生活環境 集落排水整備地区数

検討中

の省力化
パイプライン化率（%） 検討中 基本事業

の改養 （地区）

基本事業
高生産性の農業をめざした農地整犠

基盤整備を契機とした農村地域の交流関j舌 農村環境配慮裂のま華

(I&蘭整理）
iま場整備率（%） f生化 備施設数（儀所）

2 安全・安心な農控づぎり 4 多面的機能の維持・発揮

・安全安心な暮らしのため、防災減災対箆に取り組む －農業農村の多面的機能の維持発揮のため、地域活動の支援に取り級む

目標項目 自襟指標 目標｛陸 関擦項目 医標指標 目標値

基本目標 防災滅災対策による被害防止 被害防止面積（ha)
基本目標

多面的機能維持・発俸のための地域活動
集落数（集洛）

農業用ため池の決壌を防止する耐 に取り締む集落
震対策

対策済ため池数（箇所）、
多簡約機能支払の活動組織への支援

基本事業 整備済排水機場数（銭所）
検討中 活動支援iID積（ha) 検討中

基幹的農業水利施設の耐震化及び 基本事業
長寿命化対策

機能保全言十箇策定延長 中山街地域等霞接支払の協定集落への
協定支援面積（ha)

(km) 支媛 ,, 



別添 7獣害対策関係の主な取組及び当初予算等について平成27年度

19,013弔問

0獣害対策に取り組む集落のt広大に肉け、優良j活動表彰、フォーラム等をはじめ様々な機会・
手法を通じての情報発信強化、集落リーダー等の育成（人材育成研修会の開催等）

0被害紡J.t計闘に基づく市町の侵入防止櫛の整備への支援（国交付金）
0GPS機器答用いたサル群の位費情報に基づく被害防除の実証、集溶ぐるみで総合的に取り
組むサル等対策への支援

1緊急｝地場捕獲力強181促進事業費九

亙ヨ

OICTを活用したサルなどの防除、捕獲、処理の一貫体系技術の篠立、サルなどの大量捕獲技
術の普及、超大型捕獲櫨によるサルの捕獲実註

0GIS多活用した獣密情報マップの作成による獣E害対策カルテの内容充実L盤量豊認玄：z芝査
活用したT吉田Tの「捕獲促進プランj作成支媛と、このプランを活用した士筑波捕獲カの強化

0捕獲技術の向上（擦導者育成講康の開催等）、有害鳥獣捕獲体制整備等による広域一斉
捕獲や有害捕獲活動への支援（盟交付金及び県事業）

0狩猟免許取得等のPRなど、捕獲者の育成・確保
Oみえ獣害対策総合戦隆i盤強i義思
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《野生獣捕獲量費数》
年度 I H20 I H21 

2, 036 

｛頭｝

H25 

1, 526 1 095 540 397 累計

0解体処理施設繋備等の支援、みえジビヱ取扱技術等向よのための研修会の開催
0みえジビエ料理フェアや料理教室の隠催等によるfみえジビヱjの普及啓発、広告媒体等を

手I］）＇脅した PR
orみえジピヱ登録制度jの普及、「みえジビエ協議会（仮称） Iの活動促進
0企業等と連携した新商品開発や「三重テラス」等を活用した首都闘での販売促進

201千円

0樹木のニホンジカによる皮華I］被響妨止技術の開発

予防型獣害対策構築のための調変研究事業費

樹木の皮事I］被害害防止技術の開発
等に取り組む必要

H24 

予防製
鋼査研究

27,582 

山
一
間
一
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問
一

m一

飲食窓

笠l!.Lよ三銭設i
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《狩猟免許合格者数》
年度 I H20 I H21 

わな・織 I 1591 256 

銃 I 4BI 44 

計 I 2071 300 

19,005 捕獲頭数

34, 619千円【法令】野生鳥獣管理事業費

0捕獲者の確保に向Iす、狩猟免許試験の実施、狩猟免許更新講習の実肢と受講対象者への

通主E
O狩猟者登録、鳥獣保護員の活用、鳥獣等捕獲の許可、鳥獣保護区等の指定等、ニホンジカ

等のモニタリング誠査などの実施
0県が行う指定管理l鳥獣捕獲等事業に係る実純計画の策定及び機獲の実施
O狩猟の安全対策等のため、狩猟期前の射撃練習やわなの表示（標識）に係る経饗の支援

·.？~·1.~~示問1緊急勝訴詩件よる野特設業開場関陣；
0手入れが遅れた森林を公益約機能の高い森林に再生するための更新伐
O皇ill等における竹林や二次林(I臼薪炭林）の強度伐採

鳥獣保護法を根拠に、次の課題等
に取り絡む必要
0狩猟免許試験・更新講習等の実

施
。新たな保護管理事業計聞及び終
まさl鳥獣管理計画Eシカイノシシ・
サJI;）の推進のため、鳥獣保護

J員の活用や鳥獣保護区等の指
J定Fゑホンyカ等のモニタリング
習を登築の宗総 ～ 
。燥の捕獲等事川の推進～「
0甑械の推進（糊鞠？遣
；反の防止号事〉ご い ：：； 

盗塁監
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｛千頭）
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《鳥獣保護管理事業計函等の策定状況》
O第11次鳥獣保護管理事業計画
0第ニ穏特定鳥獣管理計画（ニホンジカ）
O第二穣特定鳥獣管理計薗（イノシシ）
0第二稜特定鳥獣管理計画（ニホンザル）

《生息擦境創出事業》

【法令］Iま、法令を根拠におく事業。2主）｛緊急］I玄、緊急課題解決プロジェクト。
下線は平成27年度新規。

｛地域・hal

年度 H26 
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8(138) 

H24 

8(83) 地域数｛溜積）
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【
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第1章掠興指針策定の考え方 第3章二重県水産業舗漁村のめざす姿

1 策定の趣旨

／ ＼ 

県民の皆さんが期待する水産物を

水産業・漁村の10年後の具体的な姿

①漁業者の生活が安定し、後継者に責任を持って引き継げる水産業の実現

安定 的 に 供 給 で き る 希 望 あ る 水 産 業 ・ ②さまざまな世代の人々が生き生きと働き、住み続けたい、訪れてみたいと

三E霊祭水産業・漁村振興指針
本県において安全で安心な水産物が安定的に供給され、水産業・漁村のもつ

漁村の 実 現
思う豊かな漁村の確立

③自然の保全・再生を進め、農かな魚介類を育む水産業・漁村の展開

多面的機能が十分に発揮されてしくためには、将来に希望のもてる三E重県水産

業・持者、村の姿宏明確にし、漁業者や水産関係極体、流通業者、市町、県など隠
係者会てがそれを共有し、連携して敬り組んでしく必要があります。このため、
「＝重県水農業・漁村振興指針Jを策定するものです。

第4章施策の展開

水産業・漁村の振興に向けた方向

県民の皆さんが期待する希望ある水E菱重量・漁村の実現を図るためには、東臼本大震災の被害を早急に復興させるとともに、安全で安心な水

産物の安定的な供給、多面的機能の発揮など水産業・漁村が生み出す鏑僚を泉氏の皆さんへ持続的に提供できる「売れる水産業j、さらには

2 性格と役割

fもうかる水産業Jへ転換してし、くことで、古豪県の水産業・漁村を振興してして必要があります。

三重県水産業・漁村振興指針
三重県水産業・漁村振興指針は、平成24(2012）年度を初年度とし、概ね10

生存先に希望ある三E重県水産業.i魚、村のめざす姿を明確にし、漁業者や水産関

係団体、市町、県などが共有・連携して取り緩む基本施策の展開方向を明らか
にするとともに、県民の皆さんをはじめ、漁業者や水産関係団体等さまさ、まな主
体が、三重県の水産業・漁村が来たす役害rjとその重要性への理解を深める中

で、一人ひとりが自らの来来を切り開くために、県民力による協餅によって希望

ある：：：：霊童l泉水滋業・漁村を実現していくためのガイドラインとなるものです。
また、施策の展開方向ごとに、平成24(2012）年度から平成27(2015）年度ま

での4年間を計画期間として、取組内容と密擦をと定める活性化計磁を一体的に
記載し、的確な進行管理を行います。

施策の履館方向と敬組内容

2.寓い付加価値を生み出す水産業の確立
(1）持続的な生産が可能な水産業の確立 (5）販売力強化と流通の効率化・高度化

( 2）消費者のニーズに対応した義時産業の展開 （日）魚食・食脊の推進

( 3 ）経営カがある漁業者の確保・育成と新規 (7）違反防止策の推進

1.水産業・漁村のマネジ 就業・参入の促進

メント体制の磯立
( 4) 6次藤業化などによる付加鏑値向上

IM 
思標項目

平成2【3現(2011）年度 平成2？~015）年度 平成奥3指3(2針02の1)目年標度】｛振
状］ 稼】

( 1 ）地域水産業・漁村振 主婆魚種主主産績の金問シェア 7.1 (7.41）号も 7.3(7.61) % 7.6(7.81) % 

興計閣の策定・奥行 資源管環に参加する漁業者数 313(441）人 1,500人 2,000人

水産技術の開発成果が活用され
35｛牛 100件

た蕗品等の数（累計）

(2）漁協の指導力・

第2章二 重 県 水 康 業 ・ 漁村の役割と課題
実行力の強化 3.地域資源を生かした漁村の活力向上

（猿1漁協の実現）
(1）地域資源を活用したビジネスの展開と地域課緩を解決するビジネスの創出
(2）さまざまな主体による多磁的機能の発簿

I 1 水産業・漁村の役割
( 3）安全で快適な漁村生活のための環境繋備
( 4）都市との交流などの促進

水産業・漁村は自然との共生をふまえ、安全で安心な水産物を安定的に

提供するとともに、県民の共有財産である海や川が持つ様々な多聞自号機能

の発嫁に重要警な役割を来たしています

i刊ドf与喪め一主－安注u意定十参即~＇~4己培〈勝' 水一産物 自然との

事駒場町主ぷ共生

［~水産業漁村の課題

県内の沿海地区漁協数
( 5）水産物と消費者をつなぐ地域内流通と県民理解の促進

平成2（現（20状1~）年度 平成2【7目（20標15】）年度 平成33(2021)年度

平成23(2011)年 度
自標壌毘

【振興指針の目標｝

【現状】 漁村地域の交流人口 815,942人 880,000人 1,000,000人

21漁協
4.自然と共生する生産性の高い水産業・漁村の構築

平成27(2015）年度

［目標｝
(1）環境に優しい水産業の促進 ( 5）社会主主献の促進
(2）持続的な生産を支える水産基盤の緩備

1漁協 (3）干潟・浅場・事長場の再生・保全の推進

平成33(2021）年度 (4）内水産自漁業の振興と河川環境の保全
( 1）地域ごとの課題

( 2）水産資源・漁業生産の減少

( 3）漁業者の急速な減少と高齢化

(4）漁協経営の感化

( 5）流通の多様化と魚価の低迷

【振興指針の目標】
目標項箆

平成23(2011）年度 平成2【7目（20標1~）年度 平成33(2021）年度

1漁協
【現状】 ｛店長爽指針の毘穣］

沿岸の浅海域再生節積 63ha 74ha 90ha 

議場・千潟等の保全i舌動対象頭積 268ha 290ha 310ha 

( 6）水産物消費の低迷

( 7）過疎化・高齢化による漁村の疲弊

( 8）漁場環境の怒化

( 9) j多面的機能の低下

( 1 0）東日本大震災による被害への対応

第5章推進体制

二重県水庭業・漁村振興指針の推進にあたっては、県、市町、漁連等の関係団体等による適切な役割分按のもと、連携・協

働を基本姿勢としてその実現に取り綴んでし、きます。




